
【汎用】 【gTLD】 ドメイン移転マニュアル もくじ
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平素はCPIのサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本マニュアルでは、汎用・gTLDドメインの移転についてのご説明です。
ご一読いただき、円滑なドメイン移管にお役立てください。
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０１．登録者番号の制度について

汎用・gTLDドメインは、取得の際に名義情報にて登録者番号を作成し取得します

登録者番号とは名義情報をもとに作成される番号で

同じ名義でのドメイン取得である場合は、同じ登録番号に紐付けて取得することで

再度名義情報を入力する手間を省くことが可能な仕組みです

※同じ名義情報で、都度別の登録者番号を作成することも可能です

● ＴＥＳＴ-０１．ＪＰ （最初に取得したドメイン）

● ＴＥＳＴ-０２．ＪＰ （後から追加取得したドメイン）
● ＴＥＳＴ-０３．ＪＰ （後から追加取得したドメイン）
● ＴＥＳＴ-０４．ＪＰ （後から追加取得したドメイン）
● ＴＥＳＴ-０５．ＪＰ （後から追加取得したドメイン）

名義情報

● 法人名・団体名・個人名
● 住所
● 電話番号
● メールアドレス
● 担当者名 ・・・など

登録者番号

（ＲＥＧ-番号）

CPIでは、同じ名義情報であっても都度別の登録者番号を作成し管理しておりますが、
他社で取得・管理されていたドメインにおいて、１つの登録者番号に複数のドメインが紐付けられている
ケースがあります

移管をご希望のドメインがご希望以外のドメインと紐付けられて（併せて）登録されている場合の
CPIへの移管方法について次ページでご案内いたします
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汎用・gTLDドメインの移管は登録者番号単位で行うため、１つの登録者番号に複数のドメインが
紐付けられている場合、希望対象外のドメインまで移管されてしまいます。

０２． 登録者番号の制度とドメイン移管について

● ＴＥＳＴ-０１．ＪＰ （移管希望ドメイン）

● ＴＥＳＴ-０２．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０３．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０４．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０５．ＪＰ （希望対象外）

登録者番号

（ＲＥＧ-番号）

● ＴＥＳＴ-０１．ＪＰ （移管希望ドメイン）

● ＴＥＳＴ-０２．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０３．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０４．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０５．ＪＰ （希望対象外）

登録者番号

（ＲＥＧ-番号）

ＣＰＩ現在の管理事業者（他社）

ドメイン（登録者番号ごと）の移管

該当ドメインのみ移管を希望される場合には、CPIもしくは現・ドメイン管理業者で登録者番号の
切り離しを作業いただく必要があります

※全ドメインを移管する場合は、切り離しの作業は不要です

どちらかを選択

１．登録者番号ごと、全ドメインを移管する
２．該当ドメインのみ移管するため、CPIもしくは現・ドメイン管理業者で登録者番号を切り離す
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● ＴＥＳＴ-０２．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０３．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０４．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０５．ＪＰ （希望対象外）

登録者番号B
（ＲＥＧ-番号）

ＣＰＩ

● ＴＥＳＴ-０１．ＪＰ （移管希望ドメイン）

● ＴＥＳＴ-０２．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０３．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０４．ＪＰ （希望対象外）
● ＴＥＳＴ-０５．ＪＰ （希望対象外）

登録者番号A

（ＲＥＧ-番号）

現在の管理事業者（他社）

登録者番号A
（ＲＥＧ-番号）

NEW

複数のドメインが紐付いている登録者番号から、移管希望のドメインを切り離し
別の新しい登録者番号へ紐付けてから移管手続きを行うことができます。

● ＴＥＳＴ-０１．ＪＰ （移管希望ドメイン）

ＣＰＩで行う場合

『 ドメイン移転申請 』手続きが該当します。

▼費用：5000円（税別）

▼申請書類：計2種

１、現名義者の印を押印いただいた

弊社指定のドメイン移転申請書（１通）

２、 【１、】にご捺印いただいた印の印鑑証明書（原本：１通）

現・ドメイン管理事業者で行う場合 推奨

現ドメイン管理業者での手続き方法(ルール)のもとで

進められるため、書類提出の必要性や申請費用が

発生しない場合がございます。

登録者情報の変更があった場合に切り離しと併せて

対応が可能です。
（ドメイン移転申請のお申し込み手順は、 ５ ページ～）

０２． 登録者番号の制度とドメイン移管について

（お申し込み後の流れは、 ８ ページ～）
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マイページにログインする。1 「ご契約一覧」 をクリックする。2

画面上部のメニューより、「ご契約一覧」をクリックします。マイページのURLは、https://mypage.cpi.ad.jp/ です。

※ 契約サービスや契約形態、仕様変更によっては、マイページの画面が多少異なる場合があります。

０３．ドメイン移管(移転)申請のお申し込み手順
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※ 契約サービスや契約形態、仕様変更によっては、マイページの画面が多少異なる場合があります。

対象ドメイン名で検索する。 「詳細」 をクリックする。

「プラン名」には、サーバーのご契約プラン名が表示されているかを必ずご確認ください。

対象ドメイン名を入力し、検索します。

０３．ドメイン移管(移転)申請のお申し込み手順 （２）



０３．ドメイン移管(移転)申請のお申し込み手順 （３）

「CPIへのドメイン移管」をクリックする。
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1 ドメイン名を選択し、申し込む。2

案内をご一読いただいた上、対象ドメインを選択し画面を進めてください。画面下部メニューより、「CPIへのドメイン移管」をクリックします。

※ 契約サービスや契約形態、仕様変更によっては、マイページの画面が多少異なる場合があります。
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０４．お申し込み後の流れ

管理ツール「マイページ」より、ドメイン移転申請をお申し込みいただくと、担当にて

ご契約情報に登録中の請求先ご担当者様宛に、移転申請費の請求情報をお送りいたします。

ＣＰＩ にて移転申請費のご入金が確認できましたら、担当にて移転申請に伴う提出書類の案内を
お送りいたしますのでご確認願います。

また、弊社にて提出書類の到着が確認できましたら、該当ドメインの状態の最終確認を行い問題がなければ
移管(移転)申請を開始し、ドメイン担当より管理先ご担当者様メールアドレス宛に下記の件名で
『移管開始連絡メール』 をお送りいたします。

該当メールがお手元に届きましたら、移管元（現在の管理事業者）に移管の承認をご依頼ください。

件名： 【重要】指定事業者変更申請（移管申請）開始のお知らせ＜お申し込みドメイン名.jp＞

送信元メールアドレス： ｄｏｍａｉｎ＠ｃｐｉ．ａｄ．ｊｐ
送信先メールアドレス： ＣＰＩ に登録した管理先ご担当者様メールアドレス

マイページより移管（移転）申請をお申し込みいただいた後は・・・

上記件名のメールが送信された時点で、移管先（ＣＰＩ）での移管キャンセルはできなくなります。

万が一、移管をキャンセルされたい場合は、移管元（現在の管理事業者）側で申請を不承認としていただく
ようご依頼ください。

● 移管申請のキャンセルについて

※ 上記メール送付前にメールでドメインの管理状況を確認することがあります。その際は該当のメールをご確認願います。
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０４．お申し込み後の流れ （２）

移管申請が承認され、完了すると・・・

● ドメインに登録中のＤＮＳ情報について

無事に移管元（現在の管理事業者）にて移管が承認されると、移管手続きは完了となり、

移管先（ＣＰＩ）にドメインの管理権限が移ります。

ＣＰＩ にて移管の完了を確認しましたら、ドメイン担当より管理先ご担当者様メールアドレス宛に
下記の件名で 『移管完了連絡メール』 をお送りいたします。

件名： 【重要】ドメイン名管理変更申請完了のお知らせ［お申し込みドメイン名］

送信元メールアドレス： ｄｏｍａｉｎ＠ｃｐｉ．ａｄ．ｊｐ
送信先メールアドレス： ＣＰＩ に登録した管理先ご担当者様メールアドレス

ドメイン移管が完了しても、ＤＮＳ情報は自動的に変わりません。お客様のご予定にあわせて

運用サーバーを切り替えて、サーバー移転を完了させるには、
該当ドメインに対して登録されているＤＮＳの変更が必要となります。

ドメイン移管完了後のDNSの変更については、下記URLよりDNS変更マニュアルを参照の上、
お客様のご予定に併せてご対応下さい。

http://www.cpi.ad.jp/archives/pdf/domain/manual_dnschange_cpi.pdf

http://www.cpi.ad.jp/archives/pdf/domain/manual_dnschange_cpi.pdf
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● サーバーの設定や機能、運用に関するお問合せ

ＣＰＩ技術サポート担当 ／ support@cpi.ad.jp

● ドメインの取得や管理、移管に関するお問合せ

ＣＰＩドメイン担当 ／ domain@cpi.ad.jp

ＣＰＩのサーバーを運用するにあたりご不明な点は、下記の窓口までご連絡ください。

今後ともＣＰＩのサービスをよろしくお願いいたします。

０５．お問い合わせ先

●お支払い・請求に関するお問合せ

ＣＰＩ請求担当 ／ accounting@cpi.ad.jp


